
新型コロナ臨時的取扱い 11/1以降の取扱い…疑い患者への二類感染症患者入院診療加算【250点】 

二類感染症患者入院診療加算【250 点】 

10/13 11/1 3/1 3/31 

【147 点】  

 
10/13以降に診療・検査医療機関になった 

 

二類感染症患者入院診療加算【250 点】 二類感染症患者入院診療加算【250 点】 【147 点】 

 
以前から診療・検査医療機関だが、11/1以降は 10/13時点と比べ診療・検査対応時間を 30分/週拡充した 
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 二類感染症患者入院診療加算【250 点】 二類感染症患者入院診療加算【250 点】 【147 点】 

 
以前から診療・検査医療機関だが、11/1以降は 8枠/週の診療・検査対応時間を確保している 

(10/31以前から 8枠/週を確保している場合も算定できる) 

 二類感染症患者入院診療加算【250 点】 二類感染症患者入院診療加算【250 点】 【147 点】 

11/2以降のどこかで❷～❹のいずれかを満たした 

→その週の月曜から加算を算定できる 

(11/1以前から 8枠/週を確保している場合も算

定できる) 

二類感染症患者入院診療加算【250 点】 二類感染症患者入院診療加算【250 点】  

 

以前から診療・検査医療機関だが、 

11/1以降は過去に通院歴のない患者も診療対象

とした 
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例 

 
以前から診療・検査医療機関だが、 

11/1時点では❷～❹のいずれも満たせなかった 

※令和 4年 10 月 26 日付「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 79)」問 1＆2 より作成 

【147 点】 


